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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テレビジョン放送信号を受信する受信手段と、前記受信手段により受信したテレビジョ
ン放送信号から映像信号を抽出するデコーダと、前記デコーダにより抽出された１フレー
ム分の映像信号をキャプチャ画像として記憶するキャプチャ画像記憶手段と、前記デコー
ダにより抽出された前記映像信号及び前記キャプチャ画像記憶手段に記憶された前記キャ
プチャ画像をモニタ出力する出力手段とを備えたテレビジョン放送受信装置において、
　前記キャプチャ画像記憶手段にキャプチャ画像が記憶されたことをユーザに報知するた
めの複数種類のシャッター音を記憶するシャッター音記憶手段と、
　前記キャプチャ画像記憶手段にキャプチャ画像が記憶される際に、前記シャッター音記
憶手段に記憶された複数種類のシャッター音の中から前記キャプチャ画像記憶手段の残り
容量に応じてシャッター音を選択し、選択されたシャッター音を音声出力するシャッター
音出力手段と、
　前記キャプチャ画像記憶手段に連続してキャプチャ画像を記憶する際に、前記キャプチ
ャ画像記憶手段に記憶された前フレームの映像信号と、この前フレームに続く後フレーム
の映像信号の差分値を算出し、算出された差分値が所定値以上の場合に、前記後フレーム
の映像信号を前記キャプチャ画像記憶手段に記憶させる連続キャプチャ手段と、を備え、
　前記シャッター音出力手段は、キャプチャ画像として記憶される映像信号のフォーマッ
トに応じてシャッター音を選択することを特徴とするテレビジョン放送受信装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明はテレビジョン放送受信装置に関し、特に、静止画キャプチャ機能を有するテレ
ビジョン放送受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ユーザによるキャプチャボタン操作に基づいて、モニタ装置に表示されてい
る動画像の１フレームを静止画像（以下、キャプチャ画像という）として記憶する静止画
キャプチャ機能、及びこれを備えたテレビジョン放送受信装置が知られている。
【０００３】
　このようなテレビジョン放送受信装置では、ユーザがキャプチャボタン操作してキャプ
チャ画像が記憶媒体に記憶された際、キャプチャ処理が行われたことをＯＳＤ（On-Scree
n　Display）表示等によってユーザに報知することが一般的であった。このため、ＯＳＤ
表示によりモニタ画面の一部がスポイルされ、ユーザによるテレビ番組の視聴を妨げる虞
れがあった。また、従来のテレビジョン放送受信装置においては、キャプチャ処理が行わ
れたことは、ＯＳＤ表示によりユーザに報知されていたものの、キャプチャ処理における
付加的な情報、例えば、記憶された映像信号のフォーマット等に関する情報については何
ら得ることができなかった。
【０００４】
　ところで、静止画を記憶する際の付加的な情報をユーザに報知するものとして、静止画
像を記憶するための記憶媒体の残り容量をユーザに報知できるようにした撮像装置が知ら
れている。（例えば、特許文献１参照）。また、映像を利用することなく、静止画が記憶
されたことをユーザに報知するものとして、シャッター音を発生させる装置を備えたディ
ジタルカメラ等が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００３－２５９２８９号公報
【特許文献２】特開平７－１７７４０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１及び特許文献２に開示の内容をテレビジョン放送受信装置に
適用したとしても、ユーザによるテレビ番組の視聴を妨げることなくキャプチャ画像が記
憶されたことユーザに報知することはできず、また、キャプチャ処理における付加的な情
報をユーザに報知することもできない。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、ユーザによるテレビ番組の
視聴を妨げることなく、キャプチャ画像が記憶されたことをユーザに報知することができ
るテレビジョン放送受信装置を提供することを第１の目的とし、キャプチャ処理における
付加的な情報をユーザに報知することができるテレビジョン放送受信装置を提供すること
を第２の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために請求項１の発明は、テレビジョン放送信号を受信する受信手
段と、前記受信手段により受信したテレビジョン放送信号から映像信号を抽出するデコー
ダと、前記デコーダにより抽出された１フレーム分の映像信号をキャプチャ画像として記
憶するキャプチャ画像記憶手段と、前記デコーダにより抽出された前記映像信号及び前記
キャプチャ画像記憶手段に記憶された前記キャプチャ画像をモニタ出力する出力手段とを
備えたテレビジョン放送受信装置において、前記キャプチャ画像記憶手段にキャプチャ画
像が記憶されたことをユーザに報知するための複数種類のシャッター音を記憶するシャッ
ター音記憶手段と、前記キャプチャ画像記憶手段にキャプチャ画像が記憶される際に、前
記シャッター音記憶手段に記憶された複数種類のシャッター音の中から前記キャプチャ画
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像記憶手段の残り容量に応じてシャッター音を選択し、選択されたシャッター音を音声出
力するシャッター音出力手段と、前記キャプチャ画像記憶手段に連続してキャプチャ画像
を記憶する際に、前記キャプチャ画像記憶手段に記憶された前フレームの映像信号と、こ
の前フレームに続く後フレームの映像信号の差分値を算出し、算出された差分値が所定値
以上の場合に、前記後フレームの映像信号を前記キャプチャ画像記憶手段に記憶させる連
続キャプチャ手段と、を備え、前記シャッター音出力手段は、キャプチャ画像として記憶
される映像信号のフォーマットに応じてシャッター音を選択することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　以上のように請求項１の発明によれば、キャプチャ画像記憶手段にキャプチャ画像が記
憶される際に、シャッター音が音声出力されるので、ユーザは、キャプチャ処理の成功の
有無やキャプチャ枚数、キャプチャ間隔などを容易に把握することができる。また、キャ
プチャ画像記憶手段の残り容量に応じたシャッター音が音声出力されるので、音声出力の
みで、ユーザにキャプチャ画像記憶手段の残り容量を報知することができる。また、キャ
プチャ画像を連続して記憶する際に、キャプチャ画像記憶手段に記憶された前フレームの
映像信号と、この前フレームに続く後フレームの映像信号の差分値を算出し、算出された
差分値が所定値以上の場合にのみ、後フレームの映像信号をキャプチャ画像記憶手段に記
憶するようにしたので、キャプチャ画像記憶手段の容量を節約することができる。また、
キャプチャ画像を連続して記憶する際に、キャプチャ画像記憶手段の残り容量に応じたシ
ャッター音が音声出力されるので、ユーザは、キャプチャ画像記憶手段の残り容量を確認
しながら、キャプチャ画像を連続して記憶させることができる。また、キャプチャ画像と
して記憶される映像信号のフォーマットに応じたシャッター音が音声出力されるので、音
声出力のみでユーザに映像信号のフォーマットを報知することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の第１の実施形態について図１乃至図３を参照して説明する。図１におい
て、テレビジョン放送受信装置（以下、ＴＶ放送受信装置と略す）１は、放送局から配信
されるディジタル／アナログテレビジョン放送信号（以下において、ディジタルテレビジ
ョン放送信号とアナログテレビジョン放送信号を区別する必要がないときは、単にＴＶ放
送信号とする）をアンテナ１０を介して受信し、ＴＶ放送信号に含まれる映像信号及び音
声信号等をモニタ装置２に出力する装置であり、チューナ１１と、デコーダ１２と、オン
スクリーンディスプレイ部（ＯＳＤ部）１３と、リモコン受信部１４と、フラッシュメモ
リ１５と、シャッター音出力装置１６と、ＲＯＭ１７と、ＣＰＵ１８とを備えている。
【００１６】
　ＴＶ放送受信装置１には、放送局から所定周波数の高周波電波で発信されるＴＶ放送信
号を受信するためのアンテナ１０と、テレビ番組の映像を映し出すと共に音声を出力する
モニタ装置２が接続される。
【００１７】
　チューナ（受信手段）１１は、その受信周波数を、リモコン３で選局されたチャンネル
（ディジタルテレビジョン放送においては物理チャンネル）に対応する周波数に同調させ
ることにより、選局操作されたチャンネルのＴＶ放送信号をアンテナ１０を介して受信す
る。
【００１８】
　デコーダ１２は、リモコン３によりディジタルテレビジョン放送のチャンネルが選局さ
れた場合、チューナ１１で受信した受信信号を復調して、ディジタル圧縮符号化された、
複数のテレビ番組の映像と音声、及びＥＰＧ（Electric　Program　Guide）の信号が時分
割多重化された状態のＴＳ（Transport　Stream）を生成する。そして、デコーダ１２は
、このＴＳから、リモコン３で選局されたチャンネルのテレビ番組の映像信号と音声信号
を分離抽出し、それらの信号をディジタル圧縮符号化される前の信号に復号再生し、モニ
タ装置２へ出力する。
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【００１９】
　また、デコーダ１２は、リモコン３によりアナログテレビジョン放送のチャンネルが選
局された場合、チューナ１１で受信した受信信号を復調して、リモコン３で選局操作され
たチャンネルのテレビ番組の映像信号と音声信号を再生し、その映像信号と音声信号をモ
ニタ装置２へ出力する。
【００２０】
　また、デコーダ１２は所定フレーム分の映像信号を一時的に記憶するバッファメモリと
、フラッシュメモリ１５に記憶された最新のキャプチャ画像とバッファメモリに記憶され
た１フレーム分の映像信号の差分値を算出する差分演算部とを備えている。デコーダ１２
は、フラッシュメモリ１５に連続してキャプチャ画像を記憶する際に、フラッシュメモリ
１５に記憶された前フレーム（最新のキャプチャ画像として記憶されたフレーム）の映像
信号と、この前フレームに続く後フレーム（バッファメモリに記憶されたフレーム）の映
像信号の差分値を算出し、算出された差分値が所定値以上の場合に、後フレームの映像信
号をフラッシュメモリ１５に記憶させる連続キャプチャ手段として機能する。
【００２１】
　ＯＳＤ部（出力手段）１３は、オンスクリーンディスプレイ回路を備えており、入力さ
れた映像信号に所定の表示画像を重畳してモニタ装置２に出力する。リモコン受信部１４
は、リモコン３から送出された信号を受信し、ＣＰＵ１８へ出力する。リモコン３は、キ
ャプチャ処理を実行させるためのキャプチャボタン、テンキー及び決定キーなどを備えて
おり、ユーザによるキー操作に応じた赤外線信号をリモコン受信部１４に送出する。
【００２２】
　フラッシュメモリ（キャプチャ画像記憶手段）１５は、デコーダ１２により抽出された
１フレーム分の映像信号をキャプチャ画像として記憶する。なお、キャプチャ画像はＪＰ
ＥＧ方式等により圧縮され、記憶される。また、フラッシュメモリ１５に記憶されたキャ
プチャ画像は、電源遮断時においても記憶される。
【００２３】
　シャッター音出力装置１６は、シャッター音の音声データを記憶する音声データ格納用
メモリと、この音声データを音声出力するためのスピーカやアンプ等を備えている。シャ
ッター音はフラッシュメモリ１５にキャプチャ画像が記憶されたことをユーザに報知する
ためものであり、音声データ格納用メモリには複数種類のシャッター音の音声データが記
憶されている。なお、シャッター音の種類としては、例えば、音の高低差による種類、若
しくは音の長さの差による種類、又は音声メッセージの違いによる種類などが挙げられる
。シャッター音出力装置１６は、フラッシュメモリ１５にキャプチャ画像が記憶される際
に、音声データ格納用メモリに記憶された複数種類のシャッター音の中からフラッシュメ
モリ１５の残り容量に応じてシャッター音を選択し、選択されたシャッター音を音声出力
する。
【００２４】
　ＲＯＭ１７は、ＴＶ放送受信装置１のシステム全体を制御するための制御プログラムを
記憶している。ＣＰＵ１８は、この制御プログラムに従って各種処理を実行し、ＴＶ放送
受信装置１全体を制御する。
【００２５】
　次に、図２のフローチャートを参照して、ユーザによりキャプチャボタンが操作されて
からキャプチャ画像が記憶されるまでの処理を説明する。ＴＶ放送受信装置１は、システ
ムの稼動中、キャプチャボタンが押下されたか否か監視し（Ｓ１）、キャプチャボタンが
押下されると（Ｓ１でＹＥＳ）、フラッシュメモリ１５の残り容量を算出する（Ｓ２）。
そして、算出されたフラッシュメモリ１５の残り容量に関する情報がシャッター音出力装
置１６に入力され、シャッター音出力装置１６でフラッシュメモリ１５の残り容量に応じ
たシャッター音が選択される（Ｓ３）。そして、Ｓ４のキャプチャ処理において、デコー
ダ１２により抽出された１フレーム分の映像信号がキャプチャ画像としてフラッシュメモ
リ１５に記憶されると共に、Ｓ３において選択されたシャッター音がシャッター音出力装
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置１６から音声出力される。　
【００２６】
　次に、キャプチャボタンが所定時間以上、連続して押下されているか否かが判断される
（Ｓ５）。キャプチャボタンが連続して押下されていなければ（Ｓ５でＮＯ）、Ｓ１に戻
って、Ｓ１からＳ５までの処理が繰り返される。一方、キャプチャボタンが連続して押下
されていれば（Ｓ５でＹＥＳ）、Ｓ４においてフラッシュメモリ１５に記憶された最新の
キャプチャ画像の映像信号と、これに続く、バッファメモリに記憶された１フレーム分の
映像信号の差分値が算出される（Ｓ６）。そして、差分値が所定値以上であるか否かが判
断され（Ｓ７）、差分値が所定値以上でなければ（Ｓ７でＮＯ）、Ｓ５に戻ってＳ５から
の処理が繰り返され、差分値が所定値以上であれば（Ｓ７でＹＥＳ）、Ｓ２からの処理を
繰り返すことにより、更にキャプチャ画像がフラッシュメモリ１５に記憶される。
【００２７】
　次に、フラッシュメモリ１５の残り容量に応じてシャッター音の長さを変化させた具体
例について説明する。図３において、モニタ装置２のモニタ画面２０にフレームｆ１が表
示されているタイミングで、ユーザによりキャプチャボタンが押下されると（Ｓ１でＹＥ
Ｓ）、フラッシュメモリ１５の残り容量に応じてシャッター音が選択され（Ｓ２及びＳ３
）、フレームｆ１がキャプチャ画像としてフラッシュメモリ１５に記憶されると共に、フ
ラッシュメモリ１５の残り容量に応じたシャッター音”カシャッ”が音声出力される。そ
して、キャプチャボタンが連続して押下されていると（Ｓ５でＹＥＳ）、フレームｆ１と
、このフレームｆ１に続くフレームｆ２の映像信号の差分値が算出される（Ｓ６）。図３
において、フレームｆ１とフレームｆ２とでは、映像にほとんど変化がないので差分値が
所定値以下となり（Ｓ７でＮＯ）、Ｓ５に戻って処理が繰り返される。そして、更にキャ
プチャボタンが連続して押下されていると（Ｓ５でＹＥＳ）、フレームｆ１と、フレーム
ｆ１，ｆ２に続くフレームｆ３の映像信号の差分値が算出される（Ｓ６）。フレームｆ１
とフレームｆ３とでは、映像が大きく変化しているので差分値が所定値以上となり（Ｓ７
でＹＥＳ）、Ｓ２に戻って、フラッシュメモリの残り容量に応じてシャッター音が選択さ
れ（Ｓ２及びＳ３）、Ｓ４において、フレームｆ３がキャプチャ画像としてフラッシュメ
モリ１５に記憶されると共に、フラッシュメモリ１５の残り容量に応じたシャッター音”
カシャーッ”が音声出力される。以下同様の処理を繰り返して、フレームｆ４がキャプチ
ャ画像としてフラッシュメモリ１５に記憶されると共に、フラッシュメモリ１５の残り容
量に応じたシャッター音”カシャーーッ”が音声出力される。このようにフラッシュメモ
リ１５の残り容量が少なくなる毎にシャッター音を長くして、フラッシュメモリ１５の残
り容量をユーザに報知する。
【００２８】
　本実施形態のＴＶ放送受信装置１によれば、フラッシュメモリ１５にキャプチャ画像が
記憶される際に、シャッター音が音声出力されるので、ユーザは、キャプチャ処理の成功
の有無やキャプチャ枚数、キャプチャ間隔などを容易に把握することができる。またフラ
ッシュメモリ１５の残り容量に応じたシャッター音が音声出力されるので、音声出力のみ
で、ユーザにフラッシュメモリ１５の残り容量を報知することができる。また、キャプチ
ャ画像を連続して記憶する際に、フラッシュメモリ１５に記憶された前フレームの映像信
号と、この前フレームに続く後フレームの映像信号の差分値を算出し、算出された差分値
が所定値以上の場合になる場合にのみ、後フレームの映像信号をフラッシュメモリ１５に
記憶するようにしたので、フラッシュメモリ１５の容量を節約することができる。また、
キャプチャ画像を連続して記憶する際に、フラッシュメモリ１５の残り容量に応じたシャ
ッター音が音声出力されるので、ユーザは、フラッシュメモリ１５の残り容量を確認しな
がら、キャプチャ画像を連続して記憶させることができる。
【００２９】
　次に、本発明の第２の実施形態について図４を参照して説明する。本実施形態における
ＴＶ放送受信装置１は、キャプチャ画像として記憶される映像信号のフォーマットに応じ
てシャッター音が選択される点で第１の実施形態と異なる。ここで、映像信号のフォーマ
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ットとしては、例えば、１０８０ｉ，１０８０ｐ，４８０ｉ，４８０ｐ及び７２０ｐ等か
らなる画像フォーマット、１６：９及び４：３等のアスペクト比、並びに、３０ｆ／sec
及び２４ｆ／ｓｅｃ等のフレームレート等が挙げられる。なお、３０ｆ／secは、一般の
ＴＶ放送で使用され、２４ｆ／ｓｅｃは映画などで使用される。
【００３０】
　ＴＶ放送受信装置１は、システムの稼動中、キャプチャボタンが押下されたか否か監視
し（Ｓ２１）、キャプチャボタンが押下されると（Ｓ２１でＹＥＳ）、キャプチャされる
映像信号のフォーマットを特定する（Ｓ２２）。そして、特定された映像信号のフォーマ
ットに関する情報がシャッター音出力装置１６に入力され、シャッター音出力装置１６で
映像信号のフォーマットに応じたシャッター音が選択される（Ｓ２３）。そして、Ｓ２４
のキャプチャ処理において、デコーダ１２により抽出された１フレーム分の映像信号がキ
ャプチャ画像としてフラッシュメモリ１５に記憶されると共に、Ｓ２３において選択され
たシャッター音がシャッター音出力装置１６から音声出力される。　
【００３１】
　本実施形態のＴＶ放送受信装置１によれば、キャプチャ画像として記憶される映像信号
のフォーマットに応じたシャッター音が音声出力されるので、音声出力のみでユーザに映
像信号のフォーマットを報知することができる。
【００３２】
　なお、本発明は上記実施形態の構成に限られることなく種々の変形が可能である。例え
ば、キャプチャ処理における付加的な情報は、フラッシュメモリ１５の残り容量や、映像
信号のフォーマットに限られず、例えば、外部機器から入力された映像信号をキャプチャ
する場合には、この外部機器に関する情報をシャッター音でユーザに報知するなどしても
よい。また、キャプチャ処理が行われたことをシャッター音のみによりユーザに報知する
場合に限られず、シャッター音の音声出力と共に、ユーザによるテレビ番組の視聴を妨げ
ない程度のさりげない映像をＯＳＤ表示させるなどしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るテレビジョン放送受信装置の構成を示すブロック
図。
【図２】同受信装置のシステム稼動時の処理を示すフローチャート。
【図３】同受信装置のキャプチャ処理の説明図。
【図４】本発明の第２の実施形態に係るテレビジョン放送受信装置のシステム稼動時の処
理を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００３４】
　１　　テレビジョン放送受信装置
　２　　モニタ装置
　３　　リモコン
　１０　アンテナ
　１１　チューナ（受信手段）
　１２　デコーダ（連続キャプチャ手段）
　１３　ＯＳＤ部（出力手段）
　１４　リモコン受信部
　１５　フラッシュメモリ（キャプチャ画像記憶手段）
　１６　シャッター音出力装置（シャッター音記憶手段、シャッター音出力手段）　
　１７　ＲＯＭ
　１８　ＣＰＵ
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